
八王子市の契約からの暴力団等排除措置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、八王子市（以下「市」という。）が発注する売買、貸借、請負その他

の契約（以下「契約」という。）から暴力団等の介入を排除するための措置について、必

要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 入札参加資格 市が発注する契約に関する地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の４及び第１６７条の５の規定に基づく一般競争入札の参加資格並

びに同令第１６７条の１１の規定に基づく指名競争入札の参加資格をいう。 

⑵ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

⑶ 暴力団員等 暴対法第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日

から５年を経過しない者をいう。 

（入札参加資格の審査における排除） 

第３条 市長は、入札参加資格の審査に当たり、別表各号に掲げる措置要件（以下「措置

要件」という。）のいずれかに該当する者の入札参加資格を認めてはならない。 

（入札参加排除措置） 

第４条 市長は、入札参加資格を有する者（以下「入札参加資格者」という。）が措置要件

に該当すると認めるときは、対策委員会（第１４条に規定する対策委員会をいう。以下

この条から第６条までにおいて同じ。）の審議を経て、別表各号に定める期間において、

当該入札参加資格者を市が発注する契約から排除する措置（以下「入札参加排除措置」

という。）を行うものとする。ただし、市長が必要でないと認めるときは、対策委員会の

審議を経ることなく当該入札参加資格者に対して入札参加排除措置を行うことができる。 

２ 市長は、前項の規定に基づき入札参加排除措置を行うことを決定したときは、入札参

加排除措置決定通知書（第１号様式）により通知するものとする。 

（入札参加排除措置の解除） 

第５条 前条第１項の規定に基づき入札参加排除措置を受けた者（以下「入札参加排除者」

という。）は、入札参加排除措置を行った日から別表各号に定める期間を経過したときは、

入札参加排除措置解除申出書（第２号様式）により、入札参加排除措置の解除を申し出

ることができる。 

２ 入札参加排除者は、前項の申出書に、入札参加排除措置の原因となった事実が解消さ

れた旨の報告書等を添付しなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、当該入札参加

排除者が措置要件のいずれにも該当しないと認めるときは、対策委員会の審議を経て、



入札参加排除措置を解除し、入札参加排除措置解除決定通知書（第３号様式）により通

知するものとする。 

（勧告措置） 

第６条 市長は、入札参加排除措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必

要があると認めるときは、対策委員会の審議を経て、当該入札参加資格者に対し、必要

な措置を行うよう勧告することができる。ただし、市長が必要でないと認めるときは、

対策委員会の審議を経ることなく当該入札参加資格者に対して勧告することができる。 

２ 前項の規定に基づく勧告は、暴力団等排除措置に関する勧告書（第４号様式）により

行うものとする。 

（一般競争入札からの排除） 

第７条 市長は、一般競争入札を行うに当たり、入札参加排除者の入札参加を認めてはな

らない。 

２ 市長は、一般競争入札の参加者が契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたと

きは、入札参加資格を取り消し、又は当該入札参加排除者の入札書を無効とするものと

する。 

３ 前２項の規定に基づく措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。 

４ 市長は、第２項の規定に基づき入札参加資格を取り消したときは、当該入札参加排除

者に通知するものとする。 

５ 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。 

（指名競争入札からの排除） 

第８条 市長は、指名競争入札を行うに当たり、入札参加排除者を指名してはならない。 

２ 市長は、指名をした者が契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当

該指名を取り消し、又は当該入札参加排除者の入札書を無効とするものとする。 

３ 市長は、前項の規定に基づき指名を取り消したときは、当該入札参加排除者に通知す

るものとする。 

（随意契約からの排除） 

第９条 市長は、入札参加排除者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契

約の目的及び内容から入札参加排除者を相手方とする必要があると認められるときは、

この限りでない。 

２ 前項の規定は、措置要件に該当する入札参加資格を有しない者について準用する。 

（下請負等の禁止等） 

第１０条 入札参加排除者は、市が発注する契約の全部又は一部について下請負等（二次

以降の下請負等を含む。以下同じ。）をすることができない。ただし、当該契約の目的及

び内容から入札参加排除者に下請負等を行わせる必要があると認められるときは、この

限りでない。 

２ 前項の規定は、措置要件に該当する入札参加資格を有しない者について準用する。 

（特定建設共同企業体等への準用） 



第１１条 第４条、第５条及び第７条から前条の規定は、入札参加排除者又措置要件に該

当する入札参加資格を有しない者を構成員又は組合員とする特定建設共同企業体、事業

協同組合等について準用する。 

（契約の解除） 

第１２条 市長は、市が発注する契約の相手方が措置要件に該当する場合に、当該契約の

解除ができるように契約条項を整えるものとする。 

（不当介入等に対する措置） 

第１３条 市長は、市が発注する契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たって、暴力

団員等又はその関係者から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求（以下「不

当介入等」という。）を受けたときは、速やかに市長に報告するとともに、警察へ届け出

るよう指導するものとする。 

２ 市長は、市が発注する契約の相手方に対し、その下請負人等に前項と同様の措置を行

うよう指導することを求めるものとする。 

３ 市長は、市が発注する契約の相手方又は下請負人等が不当介入等を受け、当該契約の

履行が遅延するおそれがある場合において、当該契約の相手方又は下請負人等が前２項

の報告、届出及び指導を適切に行ったと認められるときは、工程の調整、履行期限の延

長等の措置を講じることができるものとする。 

（対策委員会の設置） 

第１４条 第４条に規定する入札参加排除措置に関する審議を行うため、八王子市の契約

からの暴力団等排除対策委員会（以下「対策委員会」という。）を設置する。 

２ 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職

にある者をこれに充てる。 

委員長 契約資産部に関する事務を所管する副市長 

副委員長 契約資産部長 

委員 経営改革担当部長 

法務文書担当部長 

建築管理担当部長 

生活安全部長 

環境部長 

資源循環担当部長 

まちなみ整備部長 

道路交通部長 

学校教育部長 

３ 委員長が特に必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。 

４ 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 

６ 対策委員会は、委員長が招集する。 



７ 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くこと

ができない。 

８ 対策委員会の議事は、出席する副委員長及び委員（臨時委員を含む。）の過半数で決し、

可否同数のときは委員長が決する。 

（関係機関との連携） 

第１５条 市長は、この要綱の運用に当たっては、警察その他の関係機関と密接な連携を

図るものとする。 

（入札参加排除措置の公表） 

第１６条 市長は、第４条の規定に基づき入札参加排除措置を行ったときは、入札参加排

除者の商号又は名称、入札参加排除理由、入札参加排除期間等を公表するものとする。

ただし、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の趣旨又は目的に照

らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。 

（事務処理） 

第１７条 この要綱に定める入札参加排除措置に関する事務は、契約資産部契約課におい

て処理する。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、市が発注する契約からの暴力団排除措置に関し

必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年８月２６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年５月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年（2020年）４月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年（2021年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年（2022年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年（2025年）８月１２日から施行する。 

 



別表（第３条、第４条、第５条、第９条、第１０条、第１１条、第１２条関係） 

措置要件 期間 

１ 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、

暴力団員等であるとき又は暴力団員等が入札参加

資格者の経営に実質的に関与しているとき。 

入札参加排除措置を行った日

から２４月。ただし、当該措置

期間内に解消されない場合は、

解消されたと認められる日ま

で（以下、措置要件６の期間ま

で同じ。） 

２ 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、

いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に

対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に

与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しく

は運営に協力し、又は関与していると認められると

き。 

入札参加排除措置を行った日

から１２月 

３ 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、

自ら若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団

員を利用するなどしていると認められるとき。 

入札参加排除措置を行った日

から１２月 

４ 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、

暴力団員と社会的に非難される関係を有している

と認められるとき。 

入札参加排除措置を行った日

から１２月 

５ 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、

下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に

当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にか

かわらず、第１号から第４号までのいずれかに該当

する者であると知りながら、当該契約を締結したと

認められるとき。 

入札参加排除措置を行った日

から１２月 

６ 入札参加資格者が第６条の規定に基づく勧告措

置を受けた日から１年以内に再度勧告措置を受け

たとき。 

再度勧告措置を受けた日から

１２月 

 



第１号様式（第４条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

八王子市長             ㊞ 

 

 

入札参加排除措置決定通知書 

 

八王子市の契約からの暴力団等排除措置要綱第４条第１項の規定に基づき、入札参加排

除措置を下記のとおり行うこととしたので、同条第２項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 入札参加排除措置の期間 

年  月  日  から    年  月  日まで 

ただし、この期間内に措置要件が解消されないときは、解消されたと認められる日

までとします。 

 

２ 入札参加排除措置を行う理由 

八王子市の契約からの暴力団等排除措置要綱別表第 号に該当すると認められるた

め 

 

３ 入札参加排除措置の内容 

⑴ 競争入札への参加 

本市で実施する契約の競争入札に参加することができません。 

⑵ 契約の締結 

本市との契約を締結することができません。また、本市が発注する契約の下請負

等（二次以降の下請負等を含む。）をすることもできません。 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

八王子市長 様 

 

所 在 地 

商号又は名称 

代表者氏名 

 

 

入札参加排除措置解除申出書 

 

年  月  日付  第   号により入札参加排除措置を受けましたが、措置

の原因となった事実については別添のとおり解消しました。また、八王子市の契約からの

暴力団等排除措置要綱別表各号のいずれにも該当していませんので、入札参加排除措置を

解除されるよう申し出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 申出に当たっては、入札参加排除措置の原因となった事実が解消された旨の報告書及

び今後は入札参加排除措置の対象となる行為等を行わない旨の誓約書を添付すること。 

 



第３号様式（第５条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

八王子市長             ㊞ 

 

 

入札参加排除措置解除決定通知書 

 

年  月  日付の入札参加排除措置解除申出書により申出のあったこのことに

ついて、八王子市の契約からの暴力団等排除措置要綱第５条第３項の規定に基づき入札参

加排除措置を解除することとしたので通知します。 

 

記 

 

入札参加排除措置の解除日       年  月  日 

 



第４号様式（第６条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

八王子市長             ㊞ 

 

 

暴力団等排除措置に関する勧告書 

 

貴社は、八王子市の契約からの暴力団等排除措置要綱別表第 号の措置要件に該当する

行為があると認められたので、同要綱第６条の規定に基づき下記のとおり勧告します。 

 

記 

 

１ 勧告内容 

 

 

２ 勧告理由 

 

 

 


